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はじめに 

東日本大震災の教訓を踏まえ、エネルギーを安定的に確保するためには、エネル

ギーの効率的利用を図るとともに、エネルギー源の多様化・分散化を進めるなど、

需給両面の取組みが重要となっており、そのために地域が果たす役割が大きくなっ

ている。 

福岡県では、このような地域の使命を果たしていくとともに、安定的なエネル 

ギー・電力需給を確保し産業の活性化や雇用の確保を図るため、外部有識者による

「福岡県地域エネルギー政策研究会」を平成２５年２月２３日に設置し、以下の検

討テーマについて幅広く研究することとされた。 

<検討テーマ> 

ⅰ 需要サイドにおいてエネルギーの効率的利用を促進するために地方が

担うべき役割と具体的な取組み 

ⅱ 再生可能エネルギーの普及に向けた地方の役割と普及促進策 

ⅲ 燃料電池を含むコジェネ（熱電併給システム）など分散型電源の普及

に向けた地方の役割と普及促進策 

ⅳ 石炭や天然ガスによる高効率発電の普及に向けた地方の役割と普及 

促進策 

本研究会では、２年程度の期間をかけ研究を行い、平成２６年度末を目途に地方

の役割や取組みに関する総合的な報告・提言することとしているが、これまでに  

６回の議論を重ね、①需要サイド、特に家庭などの民生部門におけるエネルギーの

効率的利用の促進、②再生可能エネルギーの普及促進、③コジェネ・自家発電の普

及促進において、地域におけるエネルギー・電力需給の安定化のために取り組むべ

き当面の課題等も一部明らかになりつつある。 

このような状況を踏まえ、今回、中間的な報告を行うこととした。 

県においては、今回の中間報告を参考として、地域におけるエネルギー・電力需

給の安定化を促進する施策の充実を図ってもらいたい。 

なお、上記①～③については、政府において検討中の「新たなエネルギー基本計

画」や「電力システム改革」の動向などを踏まえ、更に研究を行っていくこととす

る。 
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１．エネルギー消費の現状と課題 

（１） 全国・福岡県の概況 

我が国における１９７０年以降のエネルギー消費推移は、資料１に示すとお

り、産業部門が横ばい傾向であるのに対し、民生部門（業務用・家庭用）及び

運輸部門のエネルギー消費は大幅に増加している。 

また、福岡県における１９９０年以降のエネルギー消費推移は、資料２に示

すとおり、産業部門が減少傾向であるのに対し、民生部門（業務用・家庭用）

及び運輸部門のエネルギー消費は大幅に増加している。 

近年は民生部門（業務用・家庭用）・運輸部門ともにエネルギー消費が横ば

い・減少傾向に転じているが、エネルギー需給の安定化のため、産業部門と同

様、これらの部門でもエネルギーの効率的利用の促進が必要とされている。 

【資料１】 我が国の部門別エネルギー消費  出典：(株)住環境計画研究所 中上英俊会長，第３回研究会講演資料         

              

                 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

【資料２】 福岡県内における最終エネルギー消費の推移  
 出典：戒能一成「都道府県別エネルギー消費統計」から事務局で作成
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※ 四捨五入の関係で、合計値が合わない場合がある。

エネルギー消費量
平成22年度/

平成２年度平成２年度
平成22年度
（推計値）

産業部門 371 PJ 282 PJ 76.0％

民生部門 236 PJ 346 PJ 146.3％

運輸部門
（乗用車）

31 PJ 48 PJ 153.4％

合計 639 PJ 676 PJ 105.8％

エネルギー消費量
平成22年度/

平成２年度平成２年度
平成22年度
（推計値）

産業部門 371 PJ 282 PJ 76.0％

民生部門 236 PJ 346 PJ 146.3％

運輸部門
（乗用車）

31 PJ 48 PJ 153.4％

合計 639 PJ 676 PJ 105.8％

《県内の最終エネルギー消費の推移》

合計

産業部門

民生部門

運輸部門（乗用車）

本県の最終エネルギー消費は、産業部門が低下傾向にある一方、

民生部門・運輸部門が増加傾向にあります。

資料）独立行政法人 経済産業研究所 研究員 戒能一成 「都道府県別エネルギー消費統計（平成24年10月改訂版）」
※ＰＪ（ペタジュール）：千兆ジュール ※６８ＰＪが福岡ドーム１杯分の原油の熱量に相当

１－①．福岡県内における最終エネルギー消費の推移
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（２） エネルギーの効率的利用の促進に向けた課題 

ア エネルギーの効率的利用の更なる促進に向けた自治体の役割 

エネルギーの効率的利用の促進は、新たなエネルギー源・発電所の確保と同

等の効果を有するものであることから、特に需要家との距離が近い自治体にお

いて取組みを強化する必要がある。 

自治体においては、エネルギー利用の現状把握や省エネルギー設備の導入、

既存設備の運用改善などを支援するとともに、自らもモデル的な省エネルギー

導入事業を実施することが必要である。 

また、エネルギーの効率的利用の促進は、生産コストの低減、産業競争力強

化に直結するという観点も踏まえ、民間事業者における省エネルギー設備・先

端最新設備の導入を支援することも必要である。 

イ 家庭における無駄なエネルギー消費の削減  

家庭におけるエネルギー消費を分析すると、資料３に示すとおり、世帯毎の

エネルギー消費量は「給湯」が１/３強、「照明･家電製品等」が１/３強、   

「暖房･冷房」が１/４程度であり、その中でも「照明･家電製品等」のエネル

ギー消費の増加が顕著である。 

エネルギーの効率的利用のためには、まず待機時消費電力など、「照明・家

電製品等」利用時の無駄なエネルギー消費の削減に取り組む必要がある。 

【資料３】 エネルギー用途別消費原単位の推移       

出典：(株)住環境計画研究所 中上英俊会長，第３回研究会講演資料                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



4/23 

 

ウ 家庭における省エネルギー意識の向上  

省エネルギー意識とエネルギー消費の関係をみると、資料４に示すとおり、

省エネに頓着しない家庭（多消費世帯）では、一般世帯と比較してエネルギー

消費量が３割程度多くなっている。 

逆に、省エネルギーを意識する家庭（省エネ世帯）は、一般世帯と比較して

エネルギー消費量が２割程度少なくなっている。 

これらのデータから、家庭におけるエネルギーの効率的利用を促進するため

には、消費者の意識の持ち方が重要であることを読み取ることができる。 

啓発活動や教育、エネルギー消費の見える化などを通じて、消費者の心の持

ち方を変えていくことが必要である。 

【資料４】 省エネルギー意識とエネルギー消費 

出典：(株)住環境計画研究所 中上英俊会長，第３回研究会講演資料  
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２．再生可能エネルギーの普及動向と課題 

（１） 全国の概況 

再生可能エネルギーは、エネルギーセキュリティの観点だけでなく、環境特

性の観点でもクリーンで、非常に優れたエネルギーである。 

一方で、資料５に示すとおり、我が国の電源構成に占める再生可能エネルギ

ーの割合は、２０１２年度（平成２４年度）時点において水力発電を除くと１.

６％、水力発電を含めても１０％にしか過ぎず、更なる導入を促進していくこ

とが必要とされている。 

【資料５】 再生可能エネルギーの導入状況と展望 

出典：ＮＥＤＯ 古川一夫理事長，第４回研究会講演資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、政府においては、２０１２年７月に再生可能エネルギー固定価格

買取制度を導入し、再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を一定期間・

固定価格で買取ることを電力会社等に義務付けている。 

本制度の導入によりビジネスとしての再生可能エネルギーの導入が容易と

なったことから、資料６のとおり、特に非住宅用太陽光発電を中心に、我が国

の再生可能エネルギー導入量は大幅に増加している。 

     【資料６】 我が国の再生可能エネルギー発電設備の導入状況（平成２５年６月末現在） 

出典：経済産業省 公表資料   

 

 

 

 

 



6/23 

 

（２） 福岡県の概況 

福岡県では、全国初の「再生可能エネルギー導入支援システム」により日照

時間や風況などの情報提供を行うほか、メガソーラー事業候補地の仲介を行う

など、民間事業者の取組みに対し積極的な支援を行っている。 

その結果、県内において再生可能エネルギーの導入は急速に拡大しており、

再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく導入設備容量は、資料７に示す

とおり、平成２５年６月末時点で約２３万ｋＷと全国１位になっている。 

【資料７】 再生可能エネルギー固定価格買取制度の認定を受けた発電設備であって、 
      運転が開始された設備の容量 （平成２５年６月末時点） 出典：経済産業省 公表資料              

 都道府県名 稼働済み設備容量 

１位１位１位１位    福岡県福岡県福岡県福岡県    228,527 kW228,527 kW228,527 kW228,527 kW    

２位 愛知県 206,800 kW 

３位 兵庫県 171,623 kW 

４位 茨城県 158,657 kW 

５位 静岡県 148,989 kW 

 （全国合計） （3,664,819 kW） 

特に、メガソーラー（出力１千ｋＷ以上の大規模太陽光発電）については、  

資料８，９に示すとおり、平成２５年６月末時点において、北九州・筑豊地域

を中心に４０ヶ所で稼働しており、他都道府県に先駆けその導入が大きく進ん

でいる。 

【資料８】 再生可能エネルギー固定価格買取制度の認定を受けたメガソーラーであって、 
      運転が開始された設備の件数 （平成２５年６月末時点） 出典：経済産業省 公表資料            

 都道府県名 メガソーラー件数 

１位１位１位１位    福岡県福岡県福岡県福岡県    ４０件４０件４０件４０件    

２位 北海道 １７件 

熊本県 
３位 

鹿児島県 
１５件 

５位 栃木県 １４件 

（全国合計） （３１３件） 

【資料９】 福岡県内におけるメガソーラー普及状況  出典：事務局作成資料 

 

 

 

 

 

 固定買取価格制度の認定状況（平成２５年６月末現在，経済産業省発表）

メガソーラー認定件数 １５２ヶ所（全国４位） メガソーラー認定出力 ４０３，８９５ｋＷ（全国１３位）

うち稼働済み件数 ４０ヶ所（全国１位） うち稼働済み出力 ８０，７７７ｋＷ（全国 １位）

1,000kW 

22,898kW 

みやま合同発電所
（芝浦グループ）

稼働：2013年3月

大分自動車道

山田ＳＡ(下り線)
（西日本高速道路㈱）

稼働：2012年11月

※平成２５年１１月７日現在の県把握分のみをマッピング
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このように、福岡県内では、県が設定した導入目標（平成２８年度末：   

５８万ｋＷ，平成３２年度末：９０万ｋＷ）の達成に向け、再生可能エネルギ

ーの導入が順調に進んでいる。 

【資料１０】 福岡県における再生可能エネルギー発電設備の導入状況 出典：事務局作成資料              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、これら再生可能エネルギー発電設備による年間発電量は、資料  

１１に示すとおり約１０億ｋＷｈと、県内の電力販売量（３１７億ｋＷｈ）の

３.２％にすぎず、再生可能エネルギーの更なる導入促進が必要とされている。 

【資料１１】 福岡県における再生可能エネルギー発電設備の導入状況 出典：事務局作成資料                 
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導入目標値

導入実績値

基点 目標値

再生可能エネルギー
導入容量(設備容量)

299,630kW
(H22年度末)

580,000kW
(H28年度末)

900,000kW
(H32年度)

基点 目標値

再生可能エネルギー
導入容量(設備容量)

299,630kW
(H22年度末)

580,000kW
(H28年度末)

900,000kW
(H32年度)

平成32年度目標
900,000kW

平成22年度末
299,630kW

平成28年度目標
580,000kW

※県が市町村アンケート等を基に独自に集計

※平成２８年度目標は、県総合計画の目標値

平成24年度末
471,527kW

県内の再生可能エネルギー累積導入容量（平成２４年度末）から推計される年間

発電量は約１０億ｋＷｈで、約２８万世帯分の年間電力消費量に相当
※ 県内の電力販売量（３１７億ｋＷｈ）の３.２％に相当

資料）県における推計値（市町村アンケート等を基に独自に推計）

※ 端数処理の関係で合計値が合わない場合がある

再生可能エネルギー発電の種類
平成２４年度末の

累積導入量（ｋＷ）
設備利用率

(平均的な数値) 年間発電量

太陽光発電
（住宅用） ２４８２４８２４８２４８,４１５４１５４１５４１５．．．．００００ １２１２１２１２％％％％ ２６１２６１２６１２６１．．．．１１１１ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

（非住宅用） ８０８０８０８０,０５５０５５０５５０５５．．．．４４４４ １２１２１２１２％％％％ ８４８４８４８４．．．．２２２２ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

風力発電 １７１７１７１７,３１３３１３３１３３１３．．．．４４４４ ２０２０２０２０％％％％ ３０３０３０３０．．．．３３３３ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

水力発電 ２０２０２０２０,９８９８９８９８８８８８．．．．００００ ６０６０６０６０％％％％ １１０１１０１１０１１０．．．．３３３３ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

地熱発電 ００００．．．．００００ ００００．．．．００００ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

バイオマス発電（ごみ発電を含む）

※設備容量にバイオマス比率を乗じて算出
１０４１０４１０４１０４,７５５７５５７５５７５５．．．．００００ ５９５９５９５９.７７７７％％％％ ５４７５４７５４７５４７．．．．８８８８ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

合計 ４７１４７１４７１４７１，，，，５２６５２６５２６５２６．．．．８８８８ １１１１,０３３０３３０３３０３３．．．．８８８８ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

再生可能エネルギー発電の種類
平成２４年度末の

累積導入量（ｋＷ）
設備利用率

(平均的な数値) 年間発電量

太陽光発電
（住宅用） ２４８２４８２４８２４８,４１５４１５４１５４１５．．．．００００ １２１２１２１２％％％％ ２６１２６１２６１２６１．．．．１１１１ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

（非住宅用） ８０８０８０８０,０５５０５５０５５０５５．．．．４４４４ １２１２１２１２％％％％ ８４８４８４８４．．．．２２２２ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

風力発電 １７１７１７１７,３１３３１３３１３３１３．．．．４４４４ ２０２０２０２０％％％％ ３０３０３０３０．．．．３３３３ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

水力発電 ２０２０２０２０,９８９８９８９８８８８８．．．．００００ ６０６０６０６０％％％％ １１０１１０１１０１１０．．．．３３３３ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

地熱発電 ００００．．．．００００ ００００．．．．００００ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

バイオマス発電（ごみ発電を含む）

※設備容量にバイオマス比率を乗じて算出
１０４１０４１０４１０４,７５５７５５７５５７５５．．．．００００ ５９５９５９５９.７７７７％％％％ ５４７５４７５４７５４７．．．．８８８８ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

合計 ４７１４７１４７１４７１，，，，５２６５２６５２６５２６．．．．８８８８ １１１１,０３３０３３０３３０３３．．．．８８８８ 百万百万百万百万ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ



8/23 

 

（３） 再生可能エネルギーの普及促進に向けた課題 

ア 再生可能エネルギーに関する情報発信等の強化 

エネルギー源の多様化・分散化に向けて、「再生可能エネルギー導入支援シ

ステム」において海洋エネルギーやバイオマスなど地域の特性に関する情報を

きめ細やかに提供すること等により、再生可能エネルギーの導入を更に促進し

ていくことが必要である。 

その際、再生可能エネルギーによる産業振興や地域活性化の観点も十分踏ま

える必要がある。 

イ 太陽光発電以外の再生可能エネルギーの普及促進  

再生可能エネルギー固定価格買取制度により太陽光発電の導入が急速に進

む一方で、相対的にコストの低い風力発電や水力発電、地熱発電、バイオマス

発電は、環境アセスメント・水利使用手続きなど建設検討に要するリードタイ

ムが長いことから、その普及が十分に進んでいない。 

多様な再生可能エネルギーの普及のため、規制・制度改革を更に進めるとと

もに、その導入モデルとなるような事例の構築を進めていく必要がある。 

ウ 再生可能エネルギーの導入分野の拡大  

再生可能エネルギーの大量導入のためには、例えば 

① 太陽光発電を未利用領域（水上、傾斜地、建物の側面など）に設置

可能とする技術の開発 

② 従来エネルギーとして利用されていなかった温泉熱の利用 

③ 沖合における洋上風力発電の実用化 

④ ビニールハウスへの太陽光発電・太陽熱利用システム・バイオマス

ボイラーの導入や、農業用水路への小水力発電の導入等、異分野と 

連携した再生可能エネルギーの導入促進 

など、再生可能エネルギーの導入分野を拡大していく取組みも必要となると考

えられる。 
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エ 再生可能エネルギーの低コスト化  

再生可能エネルギーによる発電コストは、現状では既存電源と比較して割高

である。 

再生可能エネルギー固定価格買取制度においては、その高い発電コストを 

再生可能エネルギー賦課金として電気利用者が負担することとされているこ

とから、再生可能エネルギーの健全な普及のためには、設備費・維持管理費等

の低コスト化が必要である。 

また、「再生可能エネルギー事業者の利益」と「電力利用者の負担」との間

でバランスがとれた適正な調達価格の設定など、再生可能エネルギー固定価格

買取制度の運用についても今後の課題と考えられる。 

【資料１２】 発電コストの比較 出典：資源エネルギー庁「第１回調達価格等算定委員会 資料」 

 

 

 

 

 

【資料１３】 再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく調達価格・調達期間等 

調達価格 （ｋＷｈあたり，税抜） 
再生可能エネルギー発電設備の区分等 

平成２５年度 平成２４年度 
調達期間 

１０ｋＷ 以上 ３６円 ４０円 ２０年間 

１０ｋＷ 未満 ３８円（税込） ４２円（税込） 太陽光発電  

１０ｋＷ 未満（ダブル発電） ３１円（税込） ３４円（税込） 
１０年間 

２０ｋＷ 以上 ２２円 ← 
風力発電 

２０ｋＷ 未満 ５５円 ← 
２０年間 

１,０００ｋＷ 以上 
３０,０００ｋＷ 未満 

２４円 ← 

２００ｋＷ 以上 
１,０００ｋＷ 未満 

２９円 ← 
水力発電 

２００ｋＷ 未満 ３４円 ← 

２０年間 

１５,０００ｋＷ 以上 ２６円 ← 
地熱発電 

１５,０００ｋＷ 未満 ４０円 ← 
１５年間 

メタン発酵ガス化発電 ３９円 ← 

未利用木材燃焼発電 ３２円 ← 

一般木材等燃焼発電 ２４円 ← 

廃棄物（木質以外）燃焼発電 １７円 ← 

バイオマス 
発電 

リサイクル木材燃焼発電 １３円 ← 

２０年間 

50

40

30

20

10

0

円/kWh

太陽光 小水力 バイオマス発電 地熱 ＬＮＧ火力風力
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オ 再生可能エネルギー発電設備の大量導入による系統連系問題  

再生可能エネルギー発電設備の大量導入のためには、資料１４に示すとおり、

様々な系統連系問題への対応が重要な課題となる。 

再生可能エネルギー発電設備の大量導入と、安定的な電力品質（電圧・周波

数）の確保を両立させるためにも、これら系統連系問題に適切に対応していく

ことが必要である。 

【資料１４】 再生可能エネルギーの大量導入時における系統連系問題    出典：事務局作成資料 

課題 必要な対応策 

送配電線の熱容量不足 

※ 再生可能エネルギーの大量連系により、送配電

線の熱容量（送電能力）が不足する場合がある。 

・送配電線の増強 

太陽光発電等から系統側への逆潮流増加による配電系

統の電圧上昇 

※ 太陽光発電の設置箇所の消費電力を上回り、電

力系統に電気が逆潮流する場合、配電系統の電

圧が上昇する。 

・電圧調整装置、変圧器の増設 

・設置箇所における電力消費 

急激な出力変動による周波数調整力の不足 

※ 電気は貯蔵することが難しいため、常に消費量

と発電量をバランスさせることが必要なため、常に

火力発電機などの発電量を調整し、消費量と発電

量をバランスさせている。 

本土に比べ発電量が小さい離島などにおいて

は、再生可能エネルギーの出力変動を調整する

力が弱く、急激な出力変動により電力品質に影響

が生じる可能性がある。 

・出力変動を調整するバックアップ

電源（火力・揚水等）、蓄電池の 

活用 

ベース供給力と再生可能エネルギーの合計発電量が需

要を上回ることによる余剰電力の発生 

※ 電力需要の少ない時期に、ベース供給力（原子

力・水力・火力の最低出力）に太陽光・風力の出

力を加えた供給力が需要を上回り、余剰電力が発

生し、電力品質に影響が生じる可能性がある。 

・再生可能エネルギーの出力抑制 

・地域間連系線の活用 

・蓄電池、揚水発電の活用 

バンク逆潮流の制限 

※ 配電用変圧器（バンク）からの逆潮流の発生に

ついては、電力品質面や保安上の問題から制限

されていた。 

・技術基準等を改正済み（H25.5.31） 

・バンク逆潮流に対応した保護装置

の設置 
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カ 再生可能エネルギー電気の大量貯蔵手段としての水素エネルギー活用 

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー発電設備は、時間や気象条

件によって発電量が大きく変動することから、その導入が進むにつれ、余剰電

力が増大することが見込まれている。 

余剰電力を有効に活用するためには電力貯蔵システムの導入が不可欠であ

り、現在、蓄電池を活用したシステムの技術開発・実証も進められているが、  

より大規模かつ長期間にわたって電力貯蔵が可能なシステムとして水素エネ

ルギーの活用が有望視されている。 

既に欧州等では水素エネルギーによる電力貯蔵システムの開発が始まって

おり、燃料電池・水素エネルギー分野で世界を先導する我が国、特に福岡県に

おいてもこのような新たな取組みを進めていく必要がある。 
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３．コジェネ・自家発電の普及動向と課題 

（１） 全国・福岡県の概況 

コージェネレーションシステム（熱電併給システム，以下「コジェネ」とい

う。）は、総合エネルギー効率が高く、省エネ・省ＣＯ２なシステムである。 

東日本大震災以降、コジェネには①電力のピークカット効果、②電源セキュ

リティの向上、③再生可能エネルギーの出力変動を補完し安定した電力に調整

する（間欠性の補完）といった価値も顕在化している。 

【資料１５】 コジェネと従来型システムの比較 

出典：（一社）日本ガス協会 清水精太副部長，第５回研究会講演資料 

 

 

 

 

 

このような背景もあり、全国的にはコジェネの導入が増加している。 

全国における業務用コジェネの累積導入量は、資料１６に示すとおり、平成

２４年度末において約９８５万ｋＷ、前年度比で約２２万７千ｋＷの増加とな

っている。 

一方で、福岡県内における業務用コジェネの累積導入量は、平成２４年度末

において約２２万８千ｋＷ、前年度比で約３千ｋＷの減少となっており、コジ

ェネの導入が停滞している。 

【資料１６】 業務用コジェネの累積導入実績 

 出典：（一財）コージェネレーション・エネルギー高度利用センター資料           

 福岡県 全国 

 累積 
（24 年度末） 

前年度比 
累積 

（24 年度末） 
前年度比 

10ｋW 未満 
103 台 
556ｋＷ 

＋5台 
＋40ｋＷ 

2,761 台 
14,921ｋＷ 

＋313 台 
＋1,991ｋＷ 

10ｋW～ 
10,000ｋW  

402 台 
227,854ｋＷ 

±0台 
－3,425ｋＷ 

11,570 台 
7,690,412ｋＷ 

＋415 台 
＋124,528ｋＷ 

10,000ｋW 以上 
0 台 
0ｋＷ 

±0台 
±0ｋＷ 

92 台 
2,146,789ｋＷ 

＋2台 
＋100,000ｋＷ 

合 計 
505 台 

228,410ｋＷ 
＋5台 

－3,385ｋＷ 
14,423 台 

9,852,122ｋＷ 
＋730 台 

＋226,519ｋＷ 
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また、家庭においても、近年、エネファーム（家庭用燃料電池コージェネ  

レーションシステム）の導入が加速している。 

福岡県では、エネファーム１５０台を各家庭に設置する世界初の社会実証

「福岡水素タウン」を支援するなど、これまでエネファームの実用化・普及を

先導する取組みを進めてきた。 

これらの取組みもあり、平成２１年度の販売開始以来、その累積導入量は全

国で４万台、福岡県内でも１,６００台を超えるまでになっている。 

【資料１７】 民生用燃料電池導入支援補助金 交付決定台数 

出典： （一社）燃料電池普及促進協会調べ 

 福岡県 全国 

平成２１年度  ３７５台  ５,０３０台 

平成２２年度  ２１９台  ４,９８５台 

平成２３年度  ５３１台 １７,２４３台 

平成２４年度  ４９１台 １３,０８６台 

合計 １,６１６台 ４０,３４４台 

 

一方で、我が国におけるコジェネ普及状況は発電量（ｋＷｈ）ベースで   

３.５％程度とされており、欧米をはじめとした海外諸国と比較するとその数

値は低くなっている。 

【資料１８】 世界のコジェネの普及状況（ｋWh ベース） 

        出典：（一社）日本ガス協会 清水精太副部長，第５回研究会講演資料 
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（２） コジェネ・自家発電の新たな動き 

我が国においては、現在、固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）をガスタービ

ン発電システムと組み合わせた「ＳＯＦＣコンバインドシステム」の実用化に

向けた研究開発が急ピッチで進んでいる。 

本技術が実用化されれば、小規模分散型電源（民生・産業用コジェネ）から

大規模発電設備（事業用集中発電システム）までの幅広い出力範囲において、

従来にない高効率発電が可能となる。 

エネルギー源の多様化・分散化、エネルギーの効率的利用の促進の観点から、

本技術の早期実用化・普及が期待されている。 

【資料１９】 ＳＯＦＣコンバインドシステムの製品イメージ                             

出典：三菱重工業(株) 小林由則室長，第５回研究会講演資料      

 

 

 

 

 

 

 

 

 【資料２０】 ＳＯＦＣコンバインドシステムの導入イメージ 

出典：三菱重工業(株) 小林由則室長，第５回研究会講演資料 
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（３） コジェネ・自家発電の普及促進に向けた課題 

ア コジェネ・自家発電の認知度向上 

コジェネ・自家発電については、エネルギー・電力需給の安定化、エネルギ

ー利用効率の向上、ＣＯ２排出削減などの観点から、その導入を拡大する必要

があるが、再生可能エネルギーに比べると認知度が圧倒的に低く、導入メリッ

トなどが十分に周知されていない。 

また、東日本大震災以降、関東・関西に比べ、九州においてコジェネの導入

が進んでいないが、その理由として、災害対策に対する地域の意識差に加え、

熱需要に対する関心が九州では低いことなども考えられる。 

コジェネ・自家発電の普及のためには、民間事業者が導入する際のモデルと

なる事例の構築や情報発信の強化などにより、認知度向上や導入メリットの周

知を図る必要がある。 

イ コジェネ・自家発電の経済的メリットの確保  

コジェネ・自家発電の導入検討にあたって最も重要なことは、電気と燃料（天

然ガス等）の価格差や、電気と熱の需要バランスを考慮して、経済的なメリッ

トが生ずるか否かである。 

コジェネの導入にあたっては、導入コスト・維持管理費用の低減を図るとと

もに、エネルギー診断などにより、適切な熱需要があることを見極めることが

重要である。 

また、シェールガス開発の進展により、天然ガスなどの燃料価格が落ち着く

のではないかとの見通しもあるが、燃料に関しては一筋縄ではいかないことが

多く、将来何かの弾みにより燃料価格が上昇する懸念もある。 

コジェネ・自家発電の普及促進にあたっては、安価な燃料を長期に亘って確

保可能かといった視点も重要である。 
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ウ 家庭における再生可能エネルギーとコジェネ･自家発電の両立 

現在、大手住宅メーカーを中心に、住宅用太陽光発電やエネファーム、蓄電

池などを同時導入するスマートハウスの取組みが進んでいる。 

一方、再生可能エネルギー固定価格買取制度においては、住宅用太陽光発電

に加え、エネファームや蓄電池などを導入するダブル発電について、売電量の

押上げ効果があることを理由に、その調達価格が２割程度低く設定されており、

今後、エネファームなどコジェネ・自家発電の普及を阻害する要因となる恐れ

がある。 

再生可能エネルギーとコジェネ・自家発電の両立は、地域におけるエネルギ

ー・電力需給の安定化のために重要と考えられることから、再生可能エネルギ

ー固定価格買取制度の運用見直しを国に対し求めていくことが必要である。 

【資料２１】 再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく調達価格・調達期間等 

調達価格 （ｋＷｈあたり，税抜） 再生可能エネルギー発電設備の 

区分等 平成２５年度 平成２４年度 
調達期間 

１０ｋＷ 以上 ３６円 ４０円 ２０年間 

１０ｋＷ 未満 ３８円（税込） ４２円（税込） 
太陽光 

発電  
１０ｋＷ 未満（ダブル発電） ３１円（税込） ３４円（税込） 

１０年間 

 

エ 燃料電池を用いた発電システム（コジェネ・自家発電等）の実用化の促進  

燃料電池を利用した発電システム（コジェネ・自家発電等）は、環境性能に

優れる上、エネルギー効率を大幅に高めることができるキーテクノロジーであ

ることから、その普及・実用化に向けた取組みを加速する必要がある。 
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４．地域におけるエネルギー・電力需給の安定化に向けた中間提言 

本研究会では、２年程度の期間をかけて研究を行い、平成２６年度末を目途に地

方の役割や取組みに関する総合的な報告・提言を取りまとめることとしているが、

これまでの議論を踏まえ、①需要サイド、特に家庭などの民生部門におけるエネル

ギーの効率的利用の促進、②再生可能エネルギーの普及促進、③コジェネ・自家発

電の普及促進について、下記のとおり中間提言を行う。 

なお、上記①～③については、政府において検討中の「新たなエネルギー基本計

画」や「電力システム改革」の動向などを踏まえ、更に研究を行っていくこととす

る。 

ア 民間事業者による省エネルギー設備・分散型電源の導入に対する支援強化 

【提言１－１】 

民間事業者における省エネルギーについては、生産コストの低減、産

業競争力強化に直結する観点も踏まえ、設備導入に対する融資制度の創

設･拡充など県独自の支援を検討すべきである。  

また、再生可能エネルギーによる産業振興・地域振興を更に促進する

ため、同様に、設備導入に対する県独自の支援について検討を行うべき

である。 

イ 需要サイド、特に家庭などの民生部門におけるエネルギーの効率的利用の促進               

【提言２－１】 

エネルギー診断事業などを通じて、家庭や店舗・事業場などにおける

エネルギー利用の現状把握を促すことが必要である。 

また、その実状に応じ、コジェネなど省エネ設備の導入や既存設備の

運用改善を促すべきである。 

【提言２－２】 

県住宅供給公社の住宅等においてモデル的省エネルギー事業を行うこ

となどを通じて、住環境における省エネルギーの取組みを率先して進め

るべきである。 

また、その取組みを広く広報することで民間事業者を牽引するととも

に、県民への啓発、普及を図ることにより、省エネルギーを促進させる

ことが必要である。 
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【提言２－３】 

エネルギー意識の変革は、無駄なエネルギー消費を減らしエネルギー

の効率的利用を図るために最も重要なことである。 

このため、省エネルギーの価値と重要性・必要性を各段階・各階層に

おいて教育することにより、家庭をはじめとした需要家における省エネ

ルギー意識の定着を図るべきである。 

また、その際、家庭における省エネルギーには主婦・主夫の役割が大

きいことを踏まえ、その視点に立った取組みを検討すべきである。 

【提言２－４】 

省エネルギー意識の定着のため、省エネルギー効果を“見える化”す

ることが必要である。 

省エネルギー効果を“見える化”する取組みについて、費用対効果な

どを検証しながら、具体化を図るべきである。 

ウ 再生可能エネルギーの普及促進                

【提言３－１】 

「再生可能エネルギー導入支援システム」による日照時間や風況など

の情報提供や、メガソーラー事業候補地の仲介などにより、福岡県は再

生可能エネルギー普及先進県の一つとなっている。 

再生可能エネルギーの更なる普及のため、これらの取組みをさらに進

め、海洋エネルギーやバイオマスなど地域の特性に関する情報をよりき

め細やかに提供することを検討すべきである。 

【提言３－２】 

普及が進む太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入促進を図るた

め、地域におけるバイオマス発電や、ダム・農業用水路などにおける小

水力発電、洋上風力発電など、地域の特性を活かしたモデル事例の構築

を強力に支援すべきである。 

【提言３－３】 

再生可能エネルギーの普及は、地域活性化の観点からも重要な取組み

である。 

農業など異分野と連携した再生可能エネルギー導入促進についても、

取組みを更に強化すべきである。 
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【提言３－４】 

再生可能エネルギーの導入分野の拡大のため、国とも連携して、民間

事業者における技術開発などを支援すべきである。 

 

【提言３－５】 

再生可能エネルギーの健全な普及のためには、設備費・維持管理費等

の低コスト化を図るとともに、再生可能エネルギー固定価格買取制度に

おける適切な調達価格の設定などが必要である。 

また、気象条件などによって発電出力が変動する再生可能エネルギー

の大量導入のためには、電力品質（電圧・周波数）を維持するための系

統連系対策を充実させることが必要である。 

これら再生可能エネルギーの課題克服に向け、国に対する政策提言を

行っていくべきである。 

【提言３－６】 

再生可能エネルギーの大量導入時に発生する余剰電力の有効活用のた

め電力貯蔵システムの開発が必要とされており、その手段の一つとして

水素エネルギーが有望視されている。 

燃料電池・水素エネルギー分野で世界を先導する福岡県においては、

国とも連携して、民間事業者における技術開発を支援するなど、その実

用化を加速すべきである。 

エ コジェネ・自家発電の普及促進                 

【提言４－１】 

コジェネ・自家発電については、セミナーの開催などを通じて、まず

はその特徴･経済的メリット･環境性などを広く一般に情報発信すること

により、その認知度向上を図るべきである。 

【提言２－１】 ※再掲 

エネルギー診断事業などを通じて、家庭や店舗・事業場などにおける

エネルギー利用の現状把握を促すことが必要である。 

また、その実状に応じ、コジェネなど省エネ設備の導入や既存設備の

運用改善を促すべきである。 

【提言４－２】 

年間を通じて一定規模の熱需要のある県有施設へのコジェネ導入など、

県において民間事業者のモデルとなる先進的事例の構築を検討すべきで

ある。 
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【提言４－３】 

再生可能エネルギー固定買取価格制度においては、住宅用太陽光発電

にエネファームなど自家発電設備を併設するダブル発電は、売電量の押

上げ効果があることを理由に、その調達価格が２割程度低く設定されて

いる。 

エネファームなど自家発電設備の導入は、家庭における省エネルギー

として積極的に評価されるべきであり、国に対し調達価格の見直しを働

きかけるべきである。 

【提言４－４】 

燃料電池を利用した発電システム（コジェネ・自家発電等）は、環境

性能に優れる上、エネルギー効率を大幅に高めることができるキーテク

ノロジーである。 

燃料電池・水素エネルギー分野で世界を先導する福岡県においては、

国とも連携して、その普及・実用化を加速すべきである。 
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参考１．福岡県地域エネルギー政策研究会における論点 

 

論点１．県内のエネルギー需要は、将来どのように変化していくのか 

部門 変動要因 県内の現状 研究会における検討課題 

○産業構造はどのように変化していくの

か 

○輸送機械(自動車産業)の集積が進みつつある 

○鉄鋼・食料品は、一定の規模を維持 
※今後のトレンドを事務局において整理 

○産業部門（２次産業）の生産額はどの

ように変化していくのか 

○製品出荷額は、毎年６９０億円程度の増加傾

向にある 
※今後のトレンドを事務局において整理 

産業部門 

○製造業に係るエネルギー消費原単位

はどのように変化していくのか 

○生産額あたりのエネルギー消費原単位の傾向

は以下のとおり 

・鉄鋼が減少傾向 

・化学，窯業土石，食品煙草は若干増加傾向 

・金属機械（輸送機械を含む）は横ばい 

○エネルギー利用効率の向上のために、地方が 

果たすべき役割と取組みは 【検討テーマ①】 

※産業競争力の観点も含めた対応を検討 

○業務用（店舗・オフィスビル等）の延床

面積の動向は 

○３次産業に係る県内総生産額は増加傾向 

○延床面積については不明（要調査） 
※今後のトレンドを事務局において整理 

民生部門 

（業務他） ○民生用（業務他）に係るエネルギー消

費原単位はどのように変化していくの

か    

○床面積あたりのエネルギー消費原単位は低下

傾向にある  

○エネルギー利用効率の向上のために、地方が 

果たすべき役割と取組みは 【検討テーマ①】   

○人口，世帯数の推移は ○人口は若干増加傾向，世帯数は増加傾向 ※今後のトレンドを事務局において整理 

民生部門 

（家庭） 
○民生用（家庭）に係るエネルギー消費

原単位はどのように変化していくのか 

○世帯あたりのエネルギー消費原単位は緩やか

な低下傾向 

○エネルギー利用効率の向上のために、地方が 

果たすべき役割と取組みは 【検討テーマ①】 

運輸部門 
○燃費の向上 

○次世代自動車の普及動向 

○水素エネルギー（燃料電池自動車・水素ステー

ション）の実用化・普及に向け、産学官連携組

織「福岡水素エネルギー戦略会議」において総

合的な取組みを推進 

○水素エネルギーの実用化・普及に向けた更なる取

組みは、「福岡水素エネルギー戦略会議」におい

て別途検討 

※エネルギー政策上からの助言等は行う 

 

 

論点２．県内のエネルギー需要を、将来どのようなエネルギー源で賄っていくのか 

 （安定・安価で、環境に優しいエネルギー供給の確保）  

部門 変動要因 県内の現状 研究会における検討課題 

再生可能 

エネルギー 

 

○再生可能エネルギーの普及動向 

※固定価格買取制度 

※コスト 

※系統連系の円滑化 等 

○平成２３年度末の累積導入量は３５万ｋＷ強。 

平成２４年度末の累積導入量は４７万 kＷ強。 

○再生可能エネルギー固定価格買取制度に基

づく県内の認定設備容量は、平成２５年６月末

現在で７９万ｋＷ弱に達するなど、再生可能エ

ネルギーの導入が加速している。 

○再生可能エネルギーの導入促進のために地方 

が果たすべき役割と取組みは 【検討テーマ②】 

※低コスト化 

※系統連系問題（電力品質） 

※規制緩和 等 

○化石燃料の価格動向 ○化石燃料の価格は上昇傾向（全国的に） ※国に対して、安定・安価な燃料確保を求めていく 

○地球温暖化問題 

（化石燃料の利用制約） 
－ ※国からの情報収集に努める 

○発電効率の向上 － 

○石炭や天然ガスによる高効率発電の普及に向け

た地方の役割と普及促進策 【検討テーマ③】 

※導入支援 

※規制緩和 等 

天然ガス 

石炭 

石油 

○分散型電源（コジェネ等）の普及 ○今後調査 

○燃料電池を含むコジェネ（熱電併給システム）など

分散型電源の普及に向けた地方の役割と普及促

進策 【検討テーマ④】 

※導入支援 

※規制緩和 等 

原子力発電 
○エネルギーベストミックスにおけ

る原子力発電の位置付け 
＜検討対象外＞ 

※政府においては「エネルギー基本計画」を検討中

であることから、事務局において情報収集に努め

る 
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参考２．福岡県地域エネルギー政策研究会の開催状況 

 

第１回（平成２５年２月２３日） 

○（事務局説明）福岡県を取り巻く現状と地域エネルギー政策研究会の役割 

○（討議）研究会の進め方について 

 

第２回（平成２５年５月７日） 

○（講演）エネルギーを巡る情勢と政策 <資源エネルギー庁 井上宏司 次長> 

○（討議）研究会の進め方について 

 

第３回（平成２５年６月２８日） 

○（講演）家庭におけるエネルギーの需要構造と課題 <(株)住環境計画研究所 中上英俊 会長> 

○（委員情報提供）九州電力における長期電力需要想定について <九州電力(株)> 

○（委員情報提供）北九州スマートコミュニティ創造事業について <北九州市> 

○（討議）需要サイド（家庭）においてエネルギーの効率的利用を促進するために地方が   

担うべき役割と具体的な取組み   

 

第４回（平成２５年８月２０日） 

○（講演）日本の新エネルギーとＮＥＤＯの取組み  

＜(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 古川一夫 理事長> 

○（講演）九州における再生可能エネルギーの普及動向 

<九州経済産業局 西孝之 電源開発調整官> 

○（委員情報提供）九州電力における再生可能エネルギー導入拡大に向けた取組みについて 

<九州電力(株)> 

○（討議）再生可能エネルギーの普及に向けた地方の役割と具体的な取組み  

 

第５回（平成２５年１０月７日） 

○（講演）天然ガスコージェネレーションシステムの導入実態と今後の普及拡大に向けた課題 

<（一社）日本ガス協会 清水精太 副部長> 

○（講演）分散型電源としての燃料電池の可能性 

（大型次世代燃料電池ＳＯＦＣの開発状況と今後の展開） 

<三菱重工業（株） 小林由則 燃料電池事業室長・新製品(ＳＯＦＣ)ＳＢＵ長> 

○（委員情報提供）西部ガスにおけるコジェネ普及に向けた取組みについて <西部ガス(株)> 

○（討議）コジェネなど分散型電源の普及に向けた地方の役割と具体的な取組み  

 

第６回（平成２５年１１月１７日） 

○（講演）安定的なエネルギー・電力需給の確保のために地方が果たすべき役割 

<東京工業大学 柏木孝夫 特命教授> 

○（討議）中間とりまとめ



23/23 

参考３．福岡県地域エネルギー政策研究会 委員名簿（５０音順，敬称略） 

 

座長 

日下 一正  東京大学 公共政策大学院 特任教授 

 

座長代理 

本田 國昭  九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 

エネルギーアナリシス部門 特任教授 

 

委員 

梅本 和秀  北九州市 副市長 

坂口 盛一  九州電力(株) 取締役常務執行役員 経営企画本部長 

佐々木 一成  九州大学大学院 工学研究院 主幹教授 

兼 次世代燃料電池産学連携研究センター長 

谷本 進治   新日鐵住金(株) 執行役員 兼 八幡製鐵所所長 

田和 政行  西部ガス(株) 取締役常務執行役員 【第２回以降】 

塚本 修  東京理科大学 特命教授 

中静 靖直  電源開発(株) 技術開発部 若松研究所所長 【第４回以降】 

橋本 克司  トヨタ自動車九州(株) 取締役 兼 苅田工場長・小倉工場長 

服部 誠太郎  福岡県 副知事 

林 潤一郎  九州大学 先導物質化学研究所 教授 兼 炭素資源国際教育研究センター長 

御舩 隆裕  (株)正信 代表取締役社長（福岡県中小企業団体中央会 前理事） 

本岡 必  九州経済連合会 理事 

 

退任された委員 

笹津 浩司  前 電源開発(株) 技術開発部 若松研究所所長 【第３回まで】 

中澤 雅彦  前 西部ガス(株) 常務執行役員 兼 総合企画室技術企画室長 【第１回まで】 



 

 

本報告書に関する問い合わせ先 

福岡県地域エネルギー政策研究会 事務局 

（福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 エネルギー政策室） 

☎０９２－６４３－３１４８ 


